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令和６年４月１１日

保護者 様

東金市教育委員会

東金市立北中学校

校長 久我 和廣

気象警報発令時の登下校について

平素は、児童・生徒の安全対策にご尽力を賜り、誠にありがとうございます。

さて、標記の件について、東金市教育委員会と校長会との協議により決定した行動基準（裏

面参照）に基づき、気象警報発令時には、下記のとおり休校等の措置をとりますので、お

知らせいたします。

つきましては、保護者の皆様には十分にご理解のうえ、児童・生徒の安全確保にご協

力いただきますよう、お願い申し上げます。

ご不明な点につきましては、下記担当までご連絡ください。

記

１ 登校前の発令

午前６時の時点で、東金市に「特別警報または警報」（大雨・暴風・暴風雪・大雪）が

発令された場合、児童・生徒は自宅待機とする。

≪授業の扱い≫

（１）午前６時までに解除された場合は、平常どおりとする。

（２）午前６時までに解除されなかった場合は、その後の対応について（※以下のア～

ウのいずれか）、午前８時を目安に連絡メールにて連絡する。

ア 午前１０時登校。３時間目より授業。給食実施。

イ 午後 １時登校。５時間目より授業。給食中止。

ウ 臨時休校

２ 登校後の発令

東金市に「特別警報または警報」（大雨・暴風・暴風雪・大雪）が発令された場合は、

授業を繰り上げ、学校待機とし、保護者への引き渡しを原則とする。

※なお、決定事項につきましては、学校からの連絡メールによりお知らせしますが、配

信サービス会社の回線状況により、連絡が遅れる場合があります。また、状況によっては、

児童生徒の命を守るため、上記に沿わない対応をとることもありますので、ご理解の程、

よろしくお願いします。

東金市教育委員会 学校教育課

TEL ０４７５－５０－１２０４
東金市立北中学校（担当 市川）

TEL ０４７５－５０－２２８８


